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2１．はじめに

 第25回容量市場検討会において、発動指令電源の未約定時の精算単価は、インバランス料金の
算定における卸電力市場価格補正（P補正）をもとに、時間前市場における約定の新しいものから
異なる事業者の5取引の単純平均価格を用いることと整理した。

 他方、先般の国の審議会において、2022年度からの新たなインバランス料金制度の今後の検証等
において、電気の価値を適切に反映した補正インバランス料金についての検討、および整理が行わ
れた。

 本日は、国の審議会における補正インバランス料金の検討、および整理を踏まえて、発動指令電源
の未約定時の精算単価についてあらためて整理を行ったためご議論いただきたい。
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第25回 容量市場の
在り方等に関する検
討会資料より

２．これまでの整理

 発動指令電源の未約定時※の精算単価は、インバランス料金の価格以下とする一方で、市場応札
を行うインセンティブを減少させないよう、卸電力市場価格補正（P補正）を用いて、時間前市場に
おける約定の新しいものから異なる事業者の5取引の単純平均価格としている。 ※発動指令は未約定かどうかに

関わらず実施される。



4３．インバランス料金の制度変更

 2022年度以降のインバランス料金については、これまでの整理において、実需給の電気の価値が適
切に反映するものであることが望ましいことから、需給ひっ迫時には補正インバランス料金の式により算
定されることとされている。

 一方、インバランス料金の算定に用いていた卸電力市場価格補正（P補正）※の取り扱いについて、
第65回制度設計専門会合において、実需給における電気の価値を適切に反映したものにならない
場合があるため廃止することが適当と整理された。

※P補正の算定方法は、時間前市場における取引の実需給に近い取引から異なる5事業者による5取引の単純平均価格と定義



5（参考）制度設計専門会合における整理

第65回制度設計
専門会合資料より



6（参考）制度設計専門会合における整理

第65回制度設計
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7４．発動指令電源の精算単価の見直しについて（１／４）

 国の審議会において、卸電力市場価格補正（P補正）により市場価格を反映したインバランス料
金は、実需給における電気の価値を適切に反映したものにならない場合があると整理された。

 上記整理によりP補正が廃止されたため、インバランス料金は基本的に調整力のkWh価格となる
（需給ひっ迫時には補正インバランス料金の式により算定）。一方、発動指令電源の精算単価は、
P補正の5取引の単純平均価格を用いているため、今回の国における整理にしたがうと電気の価値が
適切に反映されない価格で精算されることとなる。

 発動指令電源の精算単価に卸電力市場価格（P補正）を用いることは、インバランス料金の設定
の考え方と不整合を生じさせるため、見直しを検討してはどうか。

【P補正あり（系統不足時）】 【P補正廃止後】

価格

調整力のｋＷｈ価格

価格

卸電力市場価格
≒発動指令電源の精算単価
（５取引の単純平均価格）

調整力のｋＷｈ価格
＝インバランス料金
（需給ひっ迫時は補正インバランス料金に基づき算定）

卸電力市場価格
≒インバランス料金＝発動指令電源の精算単価

（Ｐ補正後） （５取引の単純平均価格）

インバランス料金は
いずれか高い方



8４．発動指令電源の精算単価の見直しについて（２／４）

 発動指令電源の精算単価はインバランス料金以下とすることが望ましいことから、インバランス料金を
用いることが考えられる。

 発動指令電源の発動後は供給力が増加し、基本的に広域予備率は改善するため、市場価格が下
がる前に早期に入札することが経済合理的と考える。

 なお、発動指令電源は、相対契約または卸電力市場を通じて小売電気事業者へ供給力を提供す
ることをリクワイアメントとして課していることから、必要により入札状況等を確認することも考えられる。

円/kWh

補正料金算定
インデックス

発動指令直後の
卸電力市場価格

インバランス料金
（広域予備率の改善後）

①発動指令電の供給力増加
（広域予備率の改善）

②価格の低下

【発動指令後の広域予備率とインバランス料金イメージ】



9４．発動指令電源の精算単価の見直しについて（３／４）

 発動指令電源の精算単価をインバランス料金とした場合においても、補正インバランス料金は過去実
績をもとに算定されており、精算単価として極端に安価なものではないと考えられる。

 また、発動指令電源の発動量について、発動後に急激な広域予備率の上昇を緩和するため、広域
予備率の状況によりグループ別に発動することも検討されている。
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（参考）発動指令電源のグループ別発動



11（参考）発動指令電源のグループ別発動
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12４．発動指令電源の精算単価の見直しについて（４／４）

 発動指令電源の精算単価にインバランス料金を用いた場合、事業者にとっては調整力の精算とイン
バランス精算は金額面では同義となるため、発動指令電源の未約定分はインバランスとして扱うことが
考えられる。

 発動指令電源のリクワイアメントにおいて、相対契約または卸電力市場を通じて小売電気事業者へ
供給力を提供することとしており、需給ひっ迫時において未約定となる事例は限定的であることが考え
られる。

 また、適切に入札した結果、未約定となったとしても需給ひっ迫時においては不適切な余剰インバラ
ンスを発生させるものではないため、通常のインバランスと同様に扱うことが考えられる。

※なお、未約定となった場合においても、容量市場での契約容量を供給することがリクワイアメントとなっている

 上記整理から、発動指令電源の未約定分についてはインバランスとして扱うこととしてはどうか。

※インバランスはＢＧ単位で精算されるため、当該ＢＧ内において発動指令電源の発動量を仕訳・精算する必要がある場合は、事業者間で実施する
ものと考える。



13５．まとめ

 国の審議会において、2022年度からの新たなインバランス料金制度における、卸電力市場価格補正
が廃止されることとなったため、発動指令電源の精算単価についての見直しを行った。
※なお、発動指令電源の発動実績については、見直し後においてもリソース単位で確認を行う。

 発動指令電源の精算単価に卸電力市場価格（P補正）を用いた場合、実需給の電気の価値が
適切に反映されないことから、インバランス料金の考え方と不整合を生じさせないよう、インバランス料金
を用いることとした。

 また、発動指令電源の精算単価にインバランス料金を用いた場合、調整力での精算とインバランス料
金での精算は同義となるため、発動指令電源の未約定分についてはインバランスとして扱うこととした。
なお、発動指令電源の卸電力市場への入札状況については注視する。
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（参考）発動指令電源の発動指令



15（参考）需給調整市場小委員会における整理
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18（参考）異なる事業者による5取引の単純平均価格の考え方
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